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1. 2012年度地方財政計画を振り返る 

2. 普通交付税算定結果 

3. 算定基礎の状況                 （以上 ７月号） 

4. 交付税算定結果の分析               （以下 本号） 

5. 特別交付税の状況 

6. 2013年度算定と今後の展望について 
 

 

 

 

 4. 交付税算定結果の分析 

 

 これまでの算定基礎の各種改定を踏まえ、2012年度普通交付税算定の結果を詳細にみて

いこう。 

 

(１) 需要額と収入額の推移 

   まず、需要額と収入額および普通交付税の推移から2012年度の算定結果をみてみよ

う。 

   図表10－１・２は、道府県分、市町村分の2000年度以降の需要額（臨財債控除後）

と収入額および普通交付税の推移である。普通交付税の２本の折れ線グラフは実際の

交付額（「名目額」と呼ぶ）と臨財債を加算した実質的な普通交付税（「実質額」と

呼ぶ）を表している。 

   道府県、市町村とも2000年度以降、需要額の減少とともに名目額の普通交付税が減

少しており、いわゆる「交付税ショック」といわれた2004年度は、三位一体改革の影

響により実質額の交付税も減少に転じている。2005年度から2007年度にかけても普通
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交付税は名目・実質ともに減少傾向にあるが、これは景気回復、恒久的減税の廃止

（2005～06年度）、税源移譲（2007年度）などによる収入額の増加の効果で、地方の

財源不足が大幅に縮小したことによる。 

   ところが、2009年度以降はいわゆるリーマンショックにともなう経済危機により税

収が激減し、需要額と収入額のギャップが再び拡大するなかで普通交付税が増加した。

ただし、この間の普通交付税の名目額と実質額をみると大きくかい離しており、道府

県、市町村とも臨財債への依存度が高くなっている。2012年度の交付税は道府県分が

名目額で８兆6,932億円、実質額で12兆4,511億円、市町村分が名目額で７兆7,141億

円、実質額で10兆539億円といずれもほぼ2011年度並みとなっている。 

 

＜図表10－１＞ 普通交付税算定の推移（交付団体 道府県分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 総務省「地方交付税算定計数資料」より作成 
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＜図表10－２＞ 普通交付税算定の推移（交付団体 市町村分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 同上 

 

(２) 圏域別交付状況 

   次に普通交付税の道府県分と市町村分をあわせた地方総額の圏域別(１)交付状況を

みてみよう。 

   図表11－１・２は2000年度以降の普通交付税の圏域別配分比率を表したものである。

11－１は臨財債を含まない名目額の配分、11－２は臨財債を含む実質額による配分状

況を示している。 

                                                                                 

(１) 本稿では47都道府県を以下の５圏域に区分する。 

   東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）、名古屋圏（岐阜県、愛知県、三重県）、関

西圏（京都府、大阪府、兵庫県、奈良県）以上「三大都市圏」と呼ぶ 

   中間地域（宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐

賀県、長崎県、熊本県、大分県）、遠隔地域（北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、鳥

取県、島根県、山口県、徳島県、高知県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）以上「地方圏」と呼ぶ 

   なお圏域区分については町田俊彦「地方交付税の地域格差是正機能の低下『東京一極集

中』」林健久他編『グローバル化と福祉国家財政の再編』を参照した。 
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＜図表11－１＞ 普通交付税の配分状況（地方計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 同上 

 

＜図表11－２＞ 普通交付税の配分状況（地方計 臨財債含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 同上 
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   おおむね景気動向に応じて、三大都市圏の構成比が大きく変動しており、景気回復

局面では大都市自治体の不交付団体の増加や財源不足の圧縮にともない、構成比が縮

小し、景気後退局面ではその逆の傾向が見られる。 

   景気回復局面にかかる2000年代半ばには、大都市を中心に不交付団体が増加したこ

とから配分比率が低下したが、2008年のリーマンショック以降の景気悪化により大都

市の交付団体が増加し、三大都市圏の配分割合が上昇している。この結果、相対的に

地方圏の配分比率が減少している。 

   2012年度の普通交付税の圏域別の割合は、名目額でみると三大都市圏が20.4％（東

京圏5.4％ 名古屋圏4.5％ 関西圏10.5％）、中間地域が47.1％、遠隔地域が32.5％。

実質額でみると、三大都市圏が26.8％（東京圏8.6％ 名古屋圏6.1％ 関西圏

12.1％）、中間地域が45.1％、遠隔地域が28.1％であり、臨財債控除前と後で比較す

ると三大都市圏が6.4ポイント下落、地方圏が6.4ポイント上昇している。このことは

もし臨財債に振り替えずに交付税を配分した場合に、三大都市圏の配分率が上昇する

ことを意味しており、臨財債への振り替えにより、大都市圏への交付税配分を抑制し、

地方への配分を確保する算定結果を表している。このことは第２章（自治総研７月

号）で実証したように、財政力が高い都市部で臨財債への振替率が高かったことと符

合する。すなわち都市部の財源不足は当面、臨財債で自ら補てんする比重を高め、財

政力の低い地方圏ではそれを交付税で補てんする比重を高めるという、いわば臨財債

自体の財政調整の機能を高めたということができる。 
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(３) 項目別基準財政需要額の状況 

   次に項目別需要額の状況を前年度と比較してみる。 

   図表12－１・２は道府県分、市町村分の需要額総額を項目別にみたものである(２)。 

   道府県、市町村ともに投資的な経費の一部（道路橋りょう費・港湾費等）、教育関

連（小中学校費等）、総務費（戸籍住民基本台帳費、包括算定経費（人口））などで

前年度比減となっており、社会保障関連（生活保護費、社会福祉費等）、公債費、臨

時経費（地域経済・雇用対策費）、包括算定経費（面積）などが増加要因である。 

   これらは、おおむね単位費用の動向と一致するが、教育関連では測定単位の減少の

影響も大きい。 

   2012年度の臨財債控除前の需要額に占める主な項目の割合でみると、個別算定経費

が道府県分が80.3％、市町村分が75.6％といずれも高い割合を占めており、このうち

生活保護費等の厚生労働関連の割合は道府県が24.9％、市町村が33.4％といずれも前

年度よりも増加している。この割合は年々上昇している。 

   また、いわゆる別枠加算の臨時経費である地域経済・雇用対策費は道府県分で

1.4％、市町村分で1.3％と全体の中では小さいが、既述のように町村では比較的高い

割合を占めている。 

   公債費は道府県分が12.9％、市町村分が12.4％とほぼ同様の割合を占めており、経

年的にみても安定している。 

   包括算定経費は人口を測定単位とする総務費関連部分と面積を測定単位とする河川

や農林関連の投資的経費部分からなる。前者は定員合理化などが反映され減少要因、

後者は増加要因となっているが全体に占める割合は若干減少している。 

                                                                                 

(２) 需要額は、入手資料の都合上、市町村合併による合併算定替えがない場合の「一本算定」の

データで分析している。また、財源不足・超過団体をあわせた総額で分析したのは交付団体数

の変動の影響を回避するためである。 
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＜図表12－１＞ 項目別基準財政需要額（道府県分・総額） 

(単位：千円） 

 項  目 測定単位 2011 2012 伸び率 

警察費 警察職員数 2,162,997,250 2,152,785,208 -0.5％ 

道路の面積 318,696,763 310,369,440 -2.6％ 
道路橋りょう費 

道路の延長 674,348,025 661,206,084 -1.9％ 

河川費 河川の延長 90,776,387 91,415,764 0.7％ 

係留施設の延長 31,815,462 31,608,561 -0.7％ 
港湾費（港湾） 

外郭施設の延長 39,787,632 40,058,305 0.7％ 

係留施設の延長 10,154,869 9,747,537 -4.0％ 
港湾費（漁港） 

外郭施設の延長 20,224,194 20,116,860 -0.5％ 

その他の土木費 人 口 152,177,871 139,025,358 -8.6％ 

小学校費 教職員数 2,854,853,732 2,759,244,345 -3.3％ 

中学校費 教職員数 1,644,418,237 1,598,299,516 -2.8％ 

教職員数 1,410,636,851 1,371,069,154 -2.8％ 
高等学校費 

生徒数 213,765,072 213,158,066 -0.3％ 

教職員数 588,622,048 584,475,222 -0.7％ 
特別支援学校費 

学級数 70,500,170 67,333,602 -4.5％ 

人 口 205,669,643 202,407,689 -1.6％ 

公立大学等学生数 122,171,652 123,779,854 1.3％ その他の教育費 

私立大学等学生数 554,262,610 562,710,323 1.5％ 

生活保護費 人 口 107,655,407 113,128,844 5.1％ 

社会福祉費 人 口 1,297,714,731 1,388,533,620 7.0％ 

衛生費 人 口 1,509,607,147 1,750,566,732 16.0％ 

65歳以上人口 1,273,602,255 1,344,824,592 5.6％ 
高齢者保健福祉費 

75歳以上人口 1,202,534,583 1,294,795,650 7.7％ 

労働費 人 口 65,634,279 61,423,713 -6.4％ 

農業行政費 農家数 415,374,000 401,285,850 -3.4％ 

公有以外の林野の面積 98,438,290 95,839,143 -2.6％ 
林野行政費 

公有林野の面積 26,616,016 26,616,016 0.0％ 

水産行政費 水産業者数 40,878,040 40,330,290 -1.3％ 

商工行政費 人 口 250,529,685 246,295,561 -1.7％ 

徴税費 世帯数 314,485,677 314,328,600 0.0％ 

恩給費 恩給受給権者数 25,676,179 21,412,061 -16.6％ 

個 
 
別 
 
算 
 
定 
 
経 
 
費 

地域振興費 人 口 860,717,828 850,613,237 -1.2％ 

地方再生対策費 人 口 112,351,135  皆減 

雇用対策・地域資源活用推進費 人 口 224,926,485  皆減 

地域経済・雇用対策費 人 口 329,730,078 皆増 

個別算定経費等計（公債費除く）  18,992,620,205 19,218,534,875 1.2％ 

公債費  3,018,251,194 3,091,983,931 2.4％ 

包括算定経費 人 口 1,238,055,731 1,221,119,027 -1.4％ 

包括算定経費 面 積 395,965,879 405,087,643 2.3％ 

包括算定経費計  1,634,021,610 1,626,206,670 -0.5％ 

合計（臨財債控除前）  23,644,893,009 23,936,725,476 1.2％ 

 臨財債（控除）  3,823,450,004 3,793,550,051 -0.8％ 

合計（控除後）  19,821,443,005 20,143,175,425 1.6％ 

 
個別算定経費（公債費

除く） 
80.3％ 80.3％  

 うち厚生労働関連 23.1％ 24.9％  

 
うち地方再生対策費＋

別枠関連 
1.4％ 1.4％  

 公債費 12.8％ 12.9％  

 

臨財債控除前需要額に占め
る割合 

包括算定経費 6.9％ 6.8％  

(資料) 同上 
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＜図表12－２＞ 項目別基準財政需要額（市町村分・総額）一本算定 

(単位：千円） 
 項  目 測定単位 2011 2012 伸び率 

消防費 人 口 1,621,711,856 1,632,812,451 0.7％ 
道路の面積 577,270,586 569,253,272 -1.4％ 

道路橋りょう費 
道路の延長 670,080,651 634,359,902 -5.3％ 
係留施設の延長 15,357,466 14,738,294 -4.0％ 

港湾費（港湾） 
外郭施設の延長 21,426,067 21,565,341 0.7％ 
係留施設の延長 9,745,278 9,532,539 -2.2％ 

港湾費（漁港） 
外郭施設の延長 11,313,353 11,341,771 0.3％ 

都市計画費 都市計画区域における人口 196,382,348 190,139,761 -3.2％ 
人 口 112,176,659 102,428,476 -8.7％ 

公園費 
都市公園の面積 33,672,693 34,089,508 1.2％ 

下水道費 人 口 620,251,032 640,627,510 3.3％ 
その他の土木費 人 口 319,103,072 305,361,340 -4.3％ 

児童数 318,412,874 325,248,356 2.1％ 
学級数 345,942,972 340,682,532 -1.5％ 小学校費 
学校数 211,027,523 208,438,268 -1.2％ 
生徒数 148,616,886 150,656,363 1.4％ 
学級数 196,402,402 185,802,492 -5.4％ 中学校費 
学校数 101,352,347 100,243,750 -1.1％ 
教職員数 95,026,982 91,836,928 -3.4％ 

高等学校費 
生徒数 17,327,475 17,574,203 1.4％ 
人 口 800,855,607 792,632,179 -1.0％ 

その他の教育費 
幼稚園の幼児数 105,039,175 103,532,076 -1.4％ 

生活保護費 市部人口 1,035,160,013 1,096,854,680 6.0％ 
社会福祉費 人 口 2,462,503,765 2,559,821,197 4.0％ 
保健衛生費 人 口 1,470,677,737 1,474,776,238 0.3％ 

65歳以上人口 1,816,721,763 1,879,174,241 3.4％ 
高齢者保健福祉費 

75歳以上人口 1,103,800,820 1,153,845,495 4.5％ 
清掃費 人 口 1,021,591,242 962,346,550 -5.8％ 
農業行政費 農家数 306,664,773 282,648,105 -7.8％ 
林野水産行政費 林業水産業の従業員数 108,385,215 111,511,517 2.9％ 
商工行政費 人 口 230,788,990 229,053,717 -0.8％ 
徴税費 世帯数 271,906,451 256,580,294 -5.6％ 

戸籍数 80,719,111 80,395,763 -0.4％ 
戸籍住民基本台帳費 

世帯数 144,088,486 120,777,594 -16.2％ 
人 口 1,387,648,495 1,365,460,090 -1.6％ 

個 
 
別 
 
算 
 
定 
 
経 
 
費 

地域振興費 
面 積 124,776,976 125,634,054 0.7％ 
人 口 139,256,741  皆減 

地方再生対策費 
耕地及び林野面積 18,551,744  皆減 

雇用対策・地域資源活用推進費 人 口 182,111,374  皆減 
地域経済・雇用対策費 人 口 316,562,664 皆増 

個別算定経費等計（公債費除く）  18,453,849,000 18,498,339,511 0.2％ 

公債費  2,992,272,675 3,041,576,663 1.6％ 

包括算定経費 人 口 2,651,369,761 2,596,258,616 -2.1％ 
包括算定経費 面 積 340,784,266 342,991,360 0.6％ 

包括算定経費計  2,992,154,027 2,939,249,976 -1.8％ 

合計（臨財債控除前）  24,438,275,702 24,479,166,150 0.2％ 
 臨財債（控除）  2,257,635,374 2,284,296,621 1.2％ 
合計（控除後）  22,180,640,328 22,194,869,529 0.1％ 

 
個別算定経費（公債費
除く） 

75.5％ 75.6％  

 うち厚生労働関連 32.3％ 33.4％  

 
うち地方再生対策費＋
別枠関連 

1.4％ 1.3％  

 公債費 12.2％ 12.4％  
 

臨財債控除前需要額に占め
る割合 

包括算定経費 12.2％ 12.0％  

(資料) 同上 
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(４) 補正係数の状況（補正全般、段階補正） 

  ◆ 市町村分の補正係数による効果の検証 

    補正係数は需要額項目ごとに設定された複数の補正係数を累乗加算して、最終補

正係数を計算する。需要額はこの最終補正係数で測定単位を補正し、単位費用を乗

じて算定している。 

    したがって、補正前の測定単位と補正後の測定単位に、当該年度の単位費用をそ

れぞれ乗じた需要額の差額を伸び率であらわすと、項目ごとの需要額の「補正率」

となる。 

    そこで市町村分の算定について、市と町村の補正率の推移をみてみよう。 

    図表13は2000年度以降の需要額の補正率の推移である。基本的に各種行政経費が

割高になる町村分の補正率が総じて高いが、いずれの場合も2000年度を起点に低下

傾向がみられる。ただし、町村の補正率は2008年の1.53を底に若干引き上げ横ばい

で推移してきた。2012年度は1.57とさらに若干上昇している。 

    町村の補正率が底を打った時期は、小泉改革以降の自治体間の格差拡大の批判が

高まり、格差是正が地方から強く求められた時期で、これを受けて、がんばる地方

応援プログラム（2007年度～2009年度）、地方再生対策費（2008年度～2011年度）、

地域雇用創出推進費などの別枠加算関連（2009年度～）、段階補正・人口急減補正

の復元（2010年度）などが導入されていった時期と符合する。 

    2012年度の地域経済・雇用対策費も町村等への傾斜配分の傾向をもつ算定となっ

ている。 

    これに対し、市の補正率は低下傾向にあり2012年度は1.19となっている。これは

都市部の割増算定を担う普通態容補正の低下、事業費補正の廃止縮減などの影響が

推察される。 

    昨年同様、市では補正による割り増し効果が年々低下し、交付税配分が平準化の

方向へ向かい、町村については格差是正の目的で割り増し効果が維持される傾向が

うかがわれる。 

    なお、市のなかでは大都市と一般市のあいだで、割り増し効果には大きな差があ

るとみられる。 
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＜図表13＞ 市、町村別の補正率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 同上 

 

    では、具体的にどのような補正係数が影響しているのだろうか。分析の基礎資料

では「加算」に用いられる補正係数について、需要額の増額分が掲載されているの

で、全体の割増額から各種加算分の補正係数について、その補正率を抽出して試算

し、残余の部分を「その他」として、補正係数ごとの効果を推計した。なお、段階

補正や臨時経費等の補正は「その他」に含まれる。 

    図表14は市町村分の試算結果を経年的に表したものである。縦軸は補正率であり、

それぞれの項目を積算すると全体の補正率の小数点以下（たとえば1.29倍であれば

0.29の部分）を表す。 

    補正係数のうち事業費補正、密度補正、その他の補正が大きな割合を占めている。 

    経年的には減少傾向にあり、事業費補正やその他の補正率が低下していることが

わかる。 

    事業費補正は地方債の発行実績にもとづく元利償還金に応じて補正する補正係数

であり、90年代には景気対策にともない地方の単独公共事業を促進するために拡充

された。2000年代に入り、景気誘導型の算定方法に批判が高まり、小泉政権下で
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2002年度以降、適用廃止や算入率引き下げなどにより整理合理化が図られた。さら

に2010年度には前年度の地方分権改革推進委員会第４次勧告を踏まえ、新規事業に

おける事業費補正を原則廃止し、単位費用に算入するいわゆる標準事業費方式への

見直しが図られた。ただし、既発債および2009年度までに着手した継続事業、2009

年度以前に合併した団体の合併特例債、合併推進債の元利償還金については適用が

継続される。 

    補正率は2002年度の0.138をピークに減少に転じ、2012年度は0.074と前年度から

0.002ポイント低下している。 

    その他についても、2012年度は0.094と前年度から0.012ポイント低下している。

この補正係数の影響を特定することはできないが、各項目で適用数が多い段階補正、

普通態容補正などが一定の影響を及ぼしていると推察される。 

    小規模団体の経費の割高傾向を反映する段階補正は、2002年度から2004年度にわ

たる見直しにより縮減され、2010年度に一部復元されたものの、市町村全体では低

下傾向にある。 

 

＜図表14＞ 補正係数別の補正率の分析（市町村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 同上 
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    普通態容補正は地域手当（地域給）の見直しなど人件費削減の影響が考えられる。 

    なお、適用数が多い密度補正は各自治体の人口密度や施設密度等の多寡による行

政経費の差を算定するものであるが、これは比較的安定的に推移している。 

  ◆ 段階補正の分析 

    2000年代前半を中心に引

き下げられ、2010年度に一

部復元された段階補正は現

在どのような算定状況に

なっているだろうか。 

    図表15は社会福祉費を例

に人口規模ごとの段階補正

の補正率を試算したもので

ある。 

    段階補正は人口10万人以

下から割り増し補正となり、

少ない人口ほどその率が高

くなる。2012年度の試算結果は人口２万人以下では補正率が若干低下している。

2009年度以降でみると10万人以下の各人口段階では率が上昇してきたが、ここに来

て微減となっている。 

    次に段階補正が適用される全項目について、その上限値の推移をみてみよう。上

限値とは小規模自治体の算定結果にキャップをかけるものである。段階補正の全般

的な増減の傾向を推測するうえで重要な目安である。 

    図表16は2007年度以降の市町村算定分の段階補正適用項目について、上限値を整

理したものである。 

    2010年度と2011年度が前年度比で上昇した項目が最も多く、2012年度は６項目で

ある。 

    いくつかは減少に転じているが、依然として増加あるいは前年度並みの項目が半

数以上を占めている。 

    なお、このほか生活保護費、地域振興費（人口）、地域経済・雇用対策費にはこ

うした上限額がない。 

 ＜図表15＞ 社会福祉費の段階補正係数の比較 

 

測定単位（万人） 2009 2010 2011 2012 

150 0.851 0.843 0.842 0.842 

50 0.893 0.888 0.885 0.885 

30 0.922 0.917 0.915 0.915 

10 1.000 1.000 1.000 1.000 

3 1.070 1.093 1.093 1.093 

2 1.110 1.140 1.160 1.155 

1.2 1.177 1.213 1.233 1.232 

0.8 1.275 1.315 1.345 1.343 

0.5 1.404 1.450 1.480 1.476 

上 限 値 1.490 1.540 1.570 1.565 

 (資料) 同上 
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＜図表16＞ 段階補正の上限値 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

消防費（人口） 1.935 1.940 1.980 2.035 1.980 2.065 

その他の土木費（人口） 1.640 1.705 1.700 1.740 1.680 1.650 

その他の教育費（人口） 2.050 2.115 2.145 2.180 2.155 2.160 

社会福祉費（人口） 1.465 1.445 1.490 1.540 1.570 1.565 

保健衛生費（人口） 2.170 2.390 2.850 2.995 3.180 3.115 

高齢者保健福祉費（65歳以上人口） 1.992 1.966 1.953 1.769 1.778 1.796 

農業行政費（農家数） 2.383 2.383 2.383 2.383 2.383 2.383 

商工行政費（人口） 2.470 2.475 2.480 2.415 2.420 2.427 

徴税費（人口） 1.920 1.920 2.860 2.780 2.970 3.180 

戸籍住民基本台帳費（戸籍数） 1.374 1.352 1.337 1.405 1.418 1.470 

戸籍住民基本台帳費（世帯数） 2.160 1.980 1.940 2.140 2.510 2.260 

地方再生対策費（人口） 15.000 15.000 15.000 15.000  

包括算定経費（人口） 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

(資料) 同上（かっこ内は測定単位） 

網掛けは前年度より上昇した係数 

＊ このほか生活保護費、地域振興費（人口）は上限なし 

＊ 雇用対策・地域資源活用推進費（2011年のみ）、地域経済・雇用対策費（2012年度～）につい 

 てはいずれも上限なし 
 
 

 

 5. 特別交付税の状況（資料２参照） 

 

(１) 特別交付税について 

   地方交付税総額の６％を財源とする特別交付税は、一般的に①普通交付税算定で捕

捉されなかった特別な財政需要②基準財政収入額の過大算定③普通交付税算定後に生

じた特別な財政需要④その他特別事情に対して、交付、不交付に関わりなく配分され

る。交付時期は総額の３分の１を12月、３分の２を３月としており、前者が基本的に

経年的に交付している分（ルール分）、後者がルール分およびその他という考え方で

交付される。 

   各自治体への交付は、ルール分については総務大臣が定める算定に関する資料を国

に提出してこれにもとづき決定される。なお、市町村については都道府県知事に提出

し、知事がとりまとめて提出する。また、ルール分以外の特殊事情によるものについ
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ては、都道府県にあっては総務省、市町村にあっては都道府県の地方課でヒアリング

を受ける。 

   同交付税の算定に関する具体的な規定は特別交付税に関する省令に明記されており、

算定方法は次のような考え方で配分されている。 

 
 

○ 道府県算定 

 ルール項目＋準ルール項目＋個別項目－減額項目 

  ルール項目：経年的に特別交付税の算定項目の対象となっているもの｡原則､

省令において具体的な計算方法が明記されている項目 

  準ルール項目：計算方法が明記されているが、各自治体の財政事情等に応じて

増減の余地があるもの 

  個 別 項 目：各自治体の財政事情等に応じて勘案して交付されるもの 

  減 額 項 目：不交付団体の財源超過額、収益事業収入、期末勤勉手当の超過

支給分、等財源に余裕があると見なされる要素 

 

○ 市町村算定 

 特定項目＋（準特定項目＋（一般項目－減額項目）－財源超過額） 

  特 定 項 目：災害など各自治体の財政事情にかかわらず当然交付されるべき

項目。控除対象から除かれる 

  準特定項目：生活保護や社会福祉など普通交付税の算定対象であるが、技術

的理由などにより特別交付税で算定するもの。財源超過額の控

除対象 

  一 般 項 目：合併や病院などの特別需要で財源超過額および収益事業収入等

の控除対象となるもの 

 ＊ 兵谷芳康他著『地方自治講座８「地方交付税」』ぎょうせい、343～353ペー

ジ参照 

 
 

   特別交付税は特定の財政需要に対応するため、普通交付税のような普遍的な算定式

に基づいていないことから、全くの国のお手盛りのような印象を受けるが、省令にお

いて算定の具体的な項目や算定方法が示されていることから、一定の客観性はある。

それでも、実際に交付を受ける際には明細が付されるわけではないので、一円一銭ま
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で交付の根拠を確認することはできないことから、国の裁量が働く程度は高い。 

   災害などの非常かつ地域的な財政需要に対し、地方交付税総額の一部を留保して国

の裁量で配分するという仕組みは必要であるが、やはり最終的な配分額について予見

可能性が低い領域は縮小すべきである。 

   なお、特別交付税の算定内容の実態を踏まえ、2011年度の地方交付税法の改正によ

り、特別交付税の配分割合の引き下げが行われることとなった。その後、東日本大震

災にともなう延長措置により、2014年度に５％、2015年度に４％と段階的に引き下げ

ることになり、引き下げ相当分は普通交付税（需要額の地域振興費）に移行させる。 

 

(２) 算定状況 

   2012年度の特別交付税総額は１兆473億円。前年度（１兆5,197億円）より4,724億

円減少している。これは前年度が第一次、第二次の補正予算を通じて特別交付税の枠

内で増額をはかったのに対し、2012年度は震災復興特別交付税が創設され、通常の特

別交付税とは別枠で算定されたためである。12月算定では3,053億円（△42.3％）

（うち道府県分901億円、市町村分2,152億円）、３月算定では7,420億円（△

31.1％）（うち道府県分568億円、市町村分6,853億円）が配分された。 

   12月および３月算定を通じた交付総額の主な内訳は以下の通りである。 

 
 

  ● 除排雪 448億円 

    地方自治体の除排雪経費の実態調査に基づき交付される。ただし、当該年度冬期

に積雪量が平年を大幅に上回る自治体については、地方交付税法第16条第２項に基

づき、２月18日に３月交付分の一部繰上交付が行われた。 

  ● 台風・豪雨災害等 200億円 

    九州北部豪雨（７月）、台風16号・17号（９月以降）などへの対応 

  ● 消防・救急 208億円 

    消防ヘリコプターの運営管理等 

  ● 地域医療の確保 1,048億円 

    救命救急センター、周産期医療、結核医療等の項目における単価引き上げ 

    2008年度以降対応している不採算医療等の機能を担う公的病院に対する市町村の

助成への交付 

    2011年度以降は公的病院等に対して助成を行っているすべての都道府県、市町村
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に対して交付。2012年度は従来、前年度末の病床数をもとに算定していたものを、

当該年度当初を基礎に交付を充実 

  ● 地域交通の確保 505億円 

    民間バス会社への補助金、市町村営バスの運営費等 

  ● 公営企業の経営基盤強化 410億円 

    簡易水道の法適化や統合、その他上下水道に要する経費 

  ● 沖縄振興 57億円 

    2011年度に地方自治体向けの国庫補助金の一部を一括した地域自主戦略交付金が

創設されたが、2012年度に沖縄向けの交付金を別立てとして、改めて「沖縄振興一

括交付金」が創設された。同交付金は投資的経費にあてる「沖縄振興公共投資交付

金」と経常的経費にあてる「沖縄振興特別推進交付金」で構成される。 

    経常的経費については８割に戦略交付金が充当され、残りの一般財源負担分の５

割について特別交付税が補てんされる。2012年度については57億円が交付された。 

  ● 普通交付税の月割り交付に伴う金利負担 0.5億円 

    2012年度の特例公債法案は通常国会での成立にいたらず、一般会計の財源確保が

困難となり、一時的な予算執行の凍結にいたった。そのため地方交付税についても

地方交付税法第16条第１項にもとづく９月の交付時期に、財源確保ができないため、

当面の対策として道府県分の９月交付予定額を11月にわたり月割りで交付すること

になった。道府県では当面の支払い資金調達の必要性から、金融機関からの一時借

入などを余儀なくされたため、予定外の金利負担が生じてしまった。総務省の調査

により、この間(３)の金利負担は30道府県で総額4,900万円であることが判明し、そ

の全額を補てんすることとした。 

  ● 東日本大震災 293億円 

    被災地向けの復興交付金とは別に、全国的な防災・減災事業（ソフト事業）や被

災地への職員派遣、地方公務員災害補償基金特別負担金など、被災自治体以外の関

連事業経費に対する財政対策 

 

(３) 東日本大震災復興特別交付税（資料３参照） 

   東日本大震災復興特別交付税（以下「復興特交」と呼ぶ）は震災の復興事業の自治

                                                                                 

(３) 10月１日から11月１日の期間 
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体負担の軽減を目的に、地方交付税法等の一部改正にもとづき2011年に創設されたも

ので、①復興の直轄・補助事業にかかる地方負担②災害復旧事業③その他地方単独事

業（中長期職員派遣、原発事故関連等）④地方税や使用料手数料等の減免・減収補て

んが主な対象である。交付を要請する自治体は「復興交付金事業計画」を国に提出す

ることが前提となる。 

   2011年度は第一次から第三次までの補正予算を経て、総額１兆6,635億円が計上さ

れ、このうち年度内交付が8,134億円。残額である8,501億円のうち7,136億円は2012

年度へ繰り越すべき財源（繰越明許費）、残り1,365億円は2012年度の新たな復興特

交予算6,855億円の内数として再予算化された。さらに2012年９月成立の補正予算に

より1,214億円が加算され、交付金総額は１兆5,205億円となった。 

   2011年度から2013年度当初予算（6,198億円追加）までの復興特交の累積額は、２

兆9,392億円に上り、このうち交付額は2011年度が8,134億円、2012年度は7,645億円

で年度当初の残額は１兆3,613億円となる。 

   なお、地方自治法上、予算の通常の繰り越しは１年限りであるが、なおも自治体の

執行が遅れた場合に総務大臣の認める範囲内で再繰り越しが可能となったため、2013

年度も過去の復興特交の活用が可能となった。 

   復興特交の使途については2012年７月の総務大臣の記者会見で、国の復興財政措置

の対象（つまり復興事業計画）外の庁舎の再建について、標準的な事業費について全

額同交付税を交付し、これを超える事業費については全額地方債を充当し、後年度の

元利償還金の70％を交付税算入（基準財政需要額へ算入）することになった。 

   これまで自己負担のみでやらざるを得なかった復興事業へも、制度の弾力的運用を

通じて次第に財政支援の範囲が広がりつつある。 

 

 

 6. 2013年度算定と今後の展望について 

 

 本稿執筆中に2013年度普通交付税算定結果が公表された。そこで2012年度算定の総括と

ともに、今年度の普通交付税算定の結果概要と2014年度算定の展望について述べる。 

 

(１) 2012年度算定の総括 

   これまで述べてきた2012年度の算定結果の基本的構造は2011年度と変わらない。し
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たがって、今回の給与削減問題を除けば、昨年（2012年）の自治総研４月号で述べた

指摘事項の域を出ない。そこで昨年指摘した算定結果の４つの問題について再度述べ

ておこう。 

  ◆ 地財計画の包括的加算にもとづく総額確保と格差是正 

    2011年度同様、地財計画においては給与関係経費および投資的経費の減少、社会

保障関連経費の増加という傾向のなかで、地方財政の規模の縮減を包括的な臨時的

経費である地域経済基盤強化・雇用等対策費を算入することで回避する構造となっ

ている。 

    この包括的加算にもとづき、交付税算定でも包括的な臨時的経費である「地域経

済・雇用対策費」を算入し、各経費でも「活性化対策費」として単位費用に包括的

な経費を加算し、需要額全体のかさ上げをはかっている。しかも前者の臨時的経費

は、先月号で解説したように町村などを多く抱える地方圏に傾斜配分する格差是正

機能を織り込んでいる。 

    こうした算定手法は、地方交付税総額を確保し、各自治体の一般財源を支える重

要な役割を果たしているが、あくまで2009年度以来講じられている臨時的対策であ

り、地財計画であれ、交付税算定であれ、制度の見直しとともに雲散霧消してしま

うものであり、総額確保と配分の両面において極めて脆弱な側面をもっている。 

    この点では2013年度の地方公務員給与の臨時削減にともなう地財計画上の財政対

策も同様であり、地域の元気づくり推進費（3,000億円）などにより総額削減を実

態のない包括経費で一部繰り戻すものであり、しかも過去の行革実績にもとづき配

分する手法をとっている（詳しくは自治総研６月号参照）。 

    いずれの場合も実態のない包括的経費を算入し、これを一定の指標で傾斜配分す

るものであり、財源保障の構造がその中身よりも、むしろ金額の差し引きによる技

術偏重の総額確保や配分手法が常態化しつつある。 

  ◆ 実態ベースの財源保障 

    一方で人件費関連では、別枠加算とは対照的に実態ベースの算定傾向が強まって

いる。 

    地財計画や需要額算定における給与関係経費は、地方公務員給与実態調査をもと

に、かつては国家公務員基準（ラスとの比較）や人事院勧告の伸び率などで「ある

べき経費」を算定してきたが、ラスパイレス平均が100を切り、かつ人事院制度が

揺らぐなかで、2011年度からは全国の人事委員会勧告の伸び率などを参照し、より
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地方の実態に近い「ある姿」を算定ベースに採用している。 

    このことは各自治体の人件費への対応が、総体として地財計画などの財源保障枠

を決定する有力な根拠となることを意味するものであり、自治総研６月号で述べた

ように給与削減の臨時的対応であっても、各自治体がこれにしたがい、全国的な給

与水準の引き下げ実態を作り出せば、これが既成事実となり、財源保障枠の恒久的

な縮減のきっかけを招来することが懸念される。 

    こうした状況は人件費にとどまらず、今後は、その他の経費においても同様の課

題となるだろう。とくに分権改革の眼目の一つである、国の地方に対する義務付け、

枠付けが見直されることは、勢い、財源保障の根拠であり、具体的な算定の枠組み

の一部をなしてきた国の基準、標準の見直しを意味する。その際、当該事務事業が

地方にとっての普遍的な行政であり、一定水準の確保に要する財源保障が必要であ

るならば、当該行政の実態をつくりだす地方自治体の取り組みが問われることにな

る。すなわち、財源保障枠の確保において、事実上、地方自治体の政策の質と量に

わたる実証責任が重みを増してくるということである。 

  ◆ 算定の平均化とターゲット化 

    市町村の補正係数の分析でみたように、経年的に補正係数による補正率は減少し

ており、2012年度についても同様の傾向がみられた。少なくとも市町村算定におい

ては、通常の補正を通じた各自治体への個別的配分機能よりも、単位費用を基本と

する平均的配分機能が中心となりつつある。2010年度の事業費補正の原則廃止や元

利償還の単位費用による標準事業費算定化は、その象徴的な見直しといえる。 

    ただし、その一方で既述した地域経済・雇用対策費のように、通常の補正係数以

外にいくつかの指標にもとづく係数を加え、一定の範囲の自治体への配分機能を高

める算定を組み込んでいる。 

    交付税算定は平均化の方向とこれを補う配分のターゲット化という２つの方向の

なかにある。 

  ◆ 臨財債の財政調整機能 

    臨財債は財源不足基礎方式へと移行したことで、従来より財政調整機能を高めた。 

    この場合の財政調整機能という意味は、各自治体の財源不足を交付税と臨財債で

補てんする比重を、自治体の財政力に応じて調整するということである。 

    本稿で明らかにしたように、臨財債発行可能額の計算は財源不足基礎方式を採用

することで、財政力の高い自治体について、交付税から臨財債への振替率を高める
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機能が充実したということができる。 

    すなわち算定の構造は、財政力の低い自治体には普通交付税で補てんする割合を

高め、財政力の高い自治体には当面は地方債で対応してもらう割合を高めるという

ことである。 

    理論的には、臨財債の元利償還金は100％交付税算入されることから、この算定

の差は中期的には相殺されることになる。しかし、基準財政需要額はあくまで各種

経費算定の積算の結果であり、他の算定の見直しにより総額が抑制されれば、たと

え元利償還金が算入されたとしても、実質的には自治体の自己負担となる可能性が

ある。 

    うがった見方をすれば、臨財債の算定方法の見直しは、財政力が高い自治体につ

いて、財源不足の一定程度を地方債で自己負担する構造を恒久化する意図があるの

かもしれない。 

 

(２) 2013年度の算定結果と今後の展望（資料４参照） 

   ７月23日に今年度の普通交付税算定結果が公表された。地方公務員給与の臨時削減

の交付税算定への影響が注目点である。 

  ◆ 概 況 

    普通交付税総額は16兆387億円（前年度比△2.2％ 以下同）、道府県分が８兆

4,251億円（△3.1％）、市町村分が７兆6,136億円（△1.3％）といずれも前年度比

減となった。なお、臨財債を含む実質額の伸びは道府県分が△1.4％、市町村分が

△0.1％と減少率は縮小した。 

    算定の結果、不交付団体数は臨財債の影響分(４)を除くと東京都と48市町村の計

49団体と前年より１団体の増加にとどまった。このうち調整率(５)をかけた結果不

交付になったのは神奈川県藤沢市、愛知県豊山町、宮崎県木城町である。一方、今

年度、交付団体となった自治体のなかで1954年の制度発足以来初の交付団体となっ

たのが鎌倉市である。同市は収入額がほぼ前年度並みとなるなかで、需要額のうち

高齢者保健福祉費などの社会保障関係費の伸びなどが影響している。なお、臨財債

                                                                                 

(４) 基準財政需要額から臨財債発行可能額を控除した結果、需要額が収入額を下回り、不交付団

体となった自治体 

(５) 地財計画の事前に決定した地方交付税（普通交付税）総額に実際の各自治体の算定結果によ

る積算額を突き合わせるための割落とし率 
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の影響分を含めると不交付団体は54団体と前年度より１団体減少している。 

  ◆ 算定要素別の状況 

    需要額を算定要素別に見ると、個別算定経費（地域経済・雇用対策費、地域の元

気づくり推進費、公債費等除く）は道府県分が16兆8,800億円（△2.0％）、市町村

分が17兆2,400億円（0.4％）。包括算定経費は道府県分が１兆5,246億円（△

1.8％）、市町村分が２兆9,636億円（△2.9％）。地域経済・雇用対策費は道府県

分が3,209億円（0.1％）、市町村分が4,015億円（0.0％）。地域の元気づくり推進

費は道府県分が1,811億円、市町村分996億円といずれも皆増。公債費等は道府県分

が２兆9,861億円（4.6％）、市町村分が２兆8,167億円（3.1％）であった(６)。 

    以上の総額から臨財債振替相当額を控除した結果、算定上の需要額は道府県分が

18兆458億円（△0.8％）、市町村分が21兆1,551億円（0.4％）となり、道府県分は

小幅な減少、市町村分は小幅な増加となった。 

    一方、収入額は道府県分が９兆6,088億円（1.5％）、市町村分が13兆5,274億円

（1.5％）と道府県分は３年連続増、市町村分は２年ぶりの増加となった。 

    需要額、収入額の伸びから、普通交付税の減少は道府県分では需要額の減少と収

入額の増加、市町村分では収入額の増加が要因となっており、いずれも収入額の増

加の影響が大きい。 

  ◆ 増減の主な要因 

    需要額の増加要因については、道府県分、市町村分とも、社会福祉費や高齢者保

健福祉費などの社会保障関連の単位費用が伸びたことが大きい。そのほか、今回の

暫定措置である地域の元気づくり推進費の皆増、公債費における臨財債償還費の増

額などが寄与している。 

    減少要因については、資料では給与費の削減によるとしている。その影響が交付

税算定において大きいことは確かであるが、各単位費用に占める給与費の割合はさ

まざまで、いくら主要因としても給与費の削減だけで説明することはできない。 

    一方、収入額の増加要因については、道府県分は道府県民税所得割、法人事業税、

軽油引取税、地方法人特別譲与税。市町村分は市町村民税所得割および法人税割、

固定資産税、市町村たばこ税であり、景気回復局面に入り一定の増収効果が表れて

いる。 

                                                                                 

(６) 各伸び率は今年度の財源不足団体を基準に前年度と比較したものである。 
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    減少要因については、道府県分は道府県たばこ税、自動車税、市町村分は自動車

取得税交付金、自動車重量譲与税である。 

  ◆ 算定結果をどうみるか 

    以上のように、今年度の普通交付税の伸び率は収入額の増加の影響が大きく、需

要額の減少は給与の臨時削減の影響が比較的大きく表れる道府県分のみである。 

    道府県分、市町村分いずれにおいても、給与の臨時削減が需要額の減少要因では

あるが、福祉関連経費や公債費関連の増加により、交付税へのマイナスの影響は、

道府県、市町村においても相当程度緩和されており、給与削減の影響は算定結果を

総合的にみると限定的であるといえよう。その点で給与削減の措置だけにとらわれ、

交付税の増減をみることには慎重になるべきである。 

    また、都道府県別あるいは自治体別にみると算定結果にはばらつきがあり、一概

に全国平均の状況で判断することはできない。たとえば、需要額の前年度比の伸び

を都道府県別にみると、道府県分では最大が愛知県の4.1％、最小が長崎県の△

2.1％、臨財債を含む実質的伸びでみると最大が大阪府の1.3％、最小が宮城県およ

び沖縄県の△1.2％である。一方、市町村分では、不交付団体のある都道府県およ

び不交付団体数の変動があった県を除く24県(７)についてみると、最大が沖縄県の

1.7％、最小が高知県の△0.8％、実質的伸びでは最大が沖縄県の2.1％、最小が高

知県の△0.5％となった。 

    これらは、給与削減の共通要因だけでなく、測定単位や補正係数の影響、福祉関

連の需要額の算定結果など、さまざまな要因が複合した結果である。したがって全

国的あるいは都道府県別の平均的傾向だけで、個別自治体の状況は全く判断できな

い。ましてや給与削減を影響を算定のなかで厳密に抽出できないことからすれば、

今回の増減の状況から給与削減を過大評価すべきではない。 

    算定結果が明らかになった今、自治体関係者が検討すべきことは、第一に今年度

                                                                                 

(７) 公表されている都道府県別の臨財債の発行可能額は不交付団体も含んでおり、一方で需要額

は財源不足団体の数値であることから、都道府県別の実質的な需要額を算定する際に、両者を

単純に合計することはできない。したがって、不交付団体が存する都道府県を除いて分析した。

また、前年度に不交付団体があり、今年度それがゼロとなった都道府県も前年度費の伸び率が

正確にとらえられないため除外した。 

   なお、分析対象とした24県は以下の通りである。 

   岩手県、秋田県、山形県、栃木県、富山県、石川県、岐阜県、兵庫県、奈良県、和歌山県、

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、長崎県、熊本

県、大分県、鹿児島県、沖縄県 
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の算定結果の詳細な要因分析。第二に、言うまでもないことであるが、今年度の地

方税等、地方交付税、臨財債を含めた一般財源総額の現状把握とその充当見通しで

ある。人件費の問題はおおむね判明した一般財源見通しのなかで再度検討されるべ

きであり、今回のような国の求める削減率やラスパイレス指数などにもっぱら依拠

することは、国の行革に積極的に協力しているに過ぎない。 

 

(３) 来年度の財源保障の展望 

  ◆ 国の財政見通し、来年度予算の方針と地方財政 

    来年度の財源保障を占う上で、国の来年度予算に対する方針が要点となる。当面

は８月８日に閣議了承される国の中期財政計画および来年度概算要求基準の内容で

あろう。 

    今後の財政運営の道筋を示す中期財政計画は、毎年度の予算編成におけるマクロ

の基本的ルールを定めるもので、前政権のもとでは一般歳出71兆円、新規国債発行

44兆円以内という目安があった。 

    ８月２日開催された経済財政諮問会議では、その骨子案が示され、今後10年間で

平均名目ＧＤＰ成長率３％、実質ＧＤＰ成長率２％程度という目標をかかげ、同時

に財政運営について国と地方の基礎的財政収支（プライマリーバランス）の赤字を

現在の34兆円から2015年度までに17兆円に半減し、2020年度までに黒字化を目指す

としている。ただし、具体的な方法については示されていない。 

    概算要求基準については、現時点で消費税引き上げの可否が不透明であることか

ら、一般歳出等の上限を明示せず、一般会計ベースで社会保障の伸びを前年度費１

兆円増とした上で、その財源捻出のために公共事業等の裁量的経費を10％程度削減

するとしている。ただし、別途、成長戦略等にかかる特別枠を設けて、削減分を上

回る予算要求を可能としており、大幅な予算拡大の可能性がある。 

    安倍首相が消費税引き上げの判断を今秋に行う方針から、政府の予算の査定も増

税決定前と後の二段階で行う予定である。 

    こうしたなかで人件費などの義務的経費や地方交付税がどのように扱われるかが

注目される。 

    参議院選大勝後の安倍政権にとって最大の懸念材料は、来年４月に予定されてい

る消費税の８％引き上げにともなう景気悪化で内閣支持を一気に失うことであろう。

プラス成長を演出する限りにおいて「アベノミクス」は賞賛のキーワードであるが、
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消費増税をきっかけに景気悪化に転じれば、「三本の矢」は政権批判の矢となって

返ってくる。これを極力避けたい政権としては、概算要求段階では財政運営の手綱

を緩めていたいというところである。したがって、内閣は中期財政計画の閣議決定

を秋に先送り、概算要求基準はあいまい、消費税増税も多様な可能性を検討すると

いった立ち回りを演じている。 

    その一方で、規制緩和をはじめとする小さな政府指向の安倍政権の性格、財政制

度等審議会の建議などにおける財政再建路線への方針、今年６月の先進国首脳会議

（Ｇ８）における日本の財政再建への関心の高さなどを踏まえると、むしろ財政再

建路線が強まる可能性もある。今後、現政権が財政再建路線をいつ、どの程度とる

かによって、来年度の地方財政見通しが変わってくるだろう。 

    その皮切りとなる８月末締め切りの概算要求で、総務省がいかなる地方財政の見

通しのもと、どの程度の地方交付税を要求するかが、まずは注目される。 

  ◆ 地財計画における地方公務員給与削減の復元問題 

    まさに来年度の国の予算編成動向とかかわってくるのが、今年度の地方公務員給

与の臨時削減にともない削減された地財計画規模の復元問題である。まず、建前か

らすれば２年間の国家公務員の給与引き下げが終了する来年度は、これに準ずる扱

いを求められた地方公務員給与についても地財計画上の復元は当然である。 

    ただし、国の来年度予算編成にあたり、財務省は地方交付税の削減を強く求めて

くることは必至であり、年末の地方財政見通しと地方交付税総額決定をめぐる地財

対策では、復元に対して、地方公務員給与の引き下げ実態を盾に厳しい態度で望ん

でくるだろう。 

  ◆ 地方交付税改革の懸念 

    このほか、地方交付税改革をめぐっては２点、国の動向で留意点がある。まず、

第一にいわゆる別枠加算の見直し問題、第二に地方交付税のいわゆるインセンティ

ブ算定の再導入である。これらは財務省の財政制度等審議会の建議で提言され、経

済財政諮問会議でも新藤総務大臣をはじめ検討の必要性が認識されている。 

    まず、別枠加算の見直し問題は、既述のように地財計画では現在「地域経済基盤

強化・雇用等対策費」として1.5兆円、これをもとに地方交付税の算定では「地域

経済・雇用対策費」が包括算定されている。財務省は財政制度等審議会の建議を通

じて、この別枠加算の廃止を提言しており、経済財政諮問会議でも議論の俎上にの

せられている。 
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    筆者はこれまでにしばしば指摘してきたことであるが、そもそも臨時的かつ包括

的な経費で地財計画や地方交付税総額を確保する方法は、その経費に対する財源保

障の根拠を問われたときに極めて脆弱である。地方にとって、少なくとも現行の地

財規模が必要であれば、必要経費を地方側から具体的に示すべきである。今後、こ

の別枠加算のあり方の議論は避けることができないものとなろう。 

    第二の地方交付税におけるインセンティブ算定の再導入というのは、何らかの指

標にもとづき、各自治体の実績に応じて地方交付税の補正係数を通じて割り増し算

定するものである。かつて小泉内閣時の2005年度に一定期間の歳出削減実績にもと

づく行革インセンティブ算定が導入され、2007年度には出生率や農業算出額などを

指標とする「頑張る地方応援プログラム」により算定を充実させた。 

    同プロジェクトは2009年度に終了し、段階的に各種インセンティブ算定は縮小さ

れたが、現在でも行革インセンティブについては存置されている。 

    現在検討されているのは、こうした各種指標にもとづく算定を復活させるものと

推察される。 

    このような国が何らかの方向に政策誘導する目的をもった算定は、標準的な行政

に要する一般財源を保障する地方交付税制度の趣旨からして不適切であり、地方交

付税のいわば集権化ともいえるこうした動きは容認しがたい。 

  ◆ 今、地方ができること 

    安倍政権になってから、どうやら地方財政の領域に国の思惑が強く働くように

なってきている。もちろん、国から地方への財源の移転をともなうものは、何らか

の国の関与がともなうことは避けられないが、いやしくも地方自治、地方分権の時

代に国の一方的な動きは看過すべきではない。 

    いみじくも国と地方の協議の場が法定化された今日においては、地方財政のあり

方をめぐる協議を積極的に求めていくべきである。現行制度では会議の招集権限は

内閣総理大臣にあるが、協議の場のメンバーである地方六団体の代表者（会議の議

員）は、総理大臣に対し、具体的な事項を付して臨時的な協議の開催を求めること

ができる。現首相が地方分権に高い関心があるとは思えないが、重要案件として地

方財政関連の協議を求めていくことが必要である。 

    地方の参画の可能性はこれだけにとどまるものではない。自治体ごとの政府や国 
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   会への働きかけとして、たとえば地方自治法第99条の地方議会の国への意見陳述権(８)

や地方交付税法第17条の４の地方交付税の額の算定方法に関する国への意見の申出

権(９)の行使も手段としてあり得る。こうした草の根的な取り組みがネットワーク

として広がれば、これを国政が無視することはできないだろう。 

    すでに過去の拙稿で繰り返し述べているが、財源保障を含め地方財政に対する国

の影響力に対抗するには、地方側が能動的かつ積極的に行動するしかない。給与削

減問題を含む来年度へ向けた国の地方財政見通しは、地方側の姿勢にかかっている。 

（とびた ひろし 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 

 

 

 
キーワード：普通交付税算定結果／特別交付税／段階補正／

      地方公務員給与削減／補正率 
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(８) 地方自治法第九十九条 

   普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会

又は関係行政庁に提出することができる。 

(９) 地方交付税法第十七条の四 

   地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。

この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなけれ

ばならない。 

  ２ 総務大臣は、前項の意見の申出を受けた場合においては、これを誠実に処理するとともに、

その処理の結果を、地方財政審議会に、第二十三条の規定により意見を聴くに際し、報告し

なければならない。 
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